
鈴鹿市公告第１８号 

狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第７項の規定により三重県鈴鹿

保健所長（狂犬病予防員）から次の犬を抑留した旨の通知があったので、同条第８項

の規定により公告する。 

令和８年３月４日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

１ 抑留日 

令和８年３月１日 

２ 抑留期限 

令和８年３月１０日 

３ 抑留した犬 

番

号 
捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 鈴鹿市石垣 チワワ 
茶 

短毛 
雄 小 ９１日以上  

４ 連絡先 

鈴鹿市環境部環境政策課総務グループ 

電話 ０５９－３８２－９０１４ 

三重県鈴鹿保健所衛生指導課 

電話 ０５９－３８２－８６７４ 


